
 

 

平成２９年度（第４回） 

 

 

 

串本町農業委員会定例会会議録 

 

 

 

 

 

 

平成２９年７月１０日（月） 



第４回 串本町農業委員会定例会会議録 

 

 

日  時  平成２９年７月１０日（月）午後１時３０分～ 

場  所  串本町文化センター２F A会議室 

招 集 者  串本町農業委員会会長 西謙譲 

議  事 

第１３号 串本町農業経営基盤強化促進事業実施方針による利用権の設定について 

第１４号 串本町農業経営基盤強化促進事業実施方針による利用権の設定について 

第１５号 農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

第１６号 農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

第１７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第１８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第１９号 串本農業振興地域における農用地区域の除外について 

第２０号 古座農業振興地域における農用地区域の除外について 

 

出席委員 

   １番 宇井良子   ２番 尾鷲壽夫   ３番 吉川きり子  ４番 小山喜行 

             ６番 阪田洋好             ８番 芝崎憲年 

   ９番 鈴木利朗            １１番 地當博巳  １２番 角是明 

  １３番 中谷清可  １４番 中村省一  １５番 西謙譲   １６番 西豊 

  １７番 東地寧司  １８番 平﨑茂樹  １９番 福島雄一  ２０番 増本昌弘 

  ２１番 山下敏文  ２２番 吉井孝夫 

 

欠席委員 

   ５番 坂田完爾   ７番 坂本渡   １０番 竹田敏明 

 

 

出席した職員 

   濵地産業課長、前地、渡瀬 



 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

まだ時間には早いんですけれども、出席予定者は全員揃っておりますの

で、始めたいと思います。 

皆さんこんにちは。本日もお忙しい中、定例会にご出席いただきまして

誠にありがとうございます。 

天候の方ですけれども、梅雨に入った当初は空梅雨の様相を呈しており

まして、大変水不足の心配をされたわけですけれども、先日の大雨により

水不足が一挙に解決されました。そのあと台風３号までやってまいりまし

た。九州地方で、梅雨末期に大変な雨が降っております。とてつもない量

の雨が降ったようでございます。そういった九州の方には気の毒であり、

不謹慎でありますけれども、串本に降らなくてよかったなと内心そっと思

っております。全国的に見れば、間もなく梅雨明けが宣言されるのではな

いかと感じております。 

さて、農業委員会におきましては、いよいよこの７月１９日をもって全

員任期満了となります。そして任期満了によって退任される方と、引き続

いて新しい制度での農業委員あるいは最適化推進委員として勤めていただ

く方の二手に分かれます。退任される方の中には町の合併以前から、３０

年以上勤めてくれている方もおり、頭の下がる思いであり、敬意を表した

いと思います。 

それではただいまから、平成２９年度第４回串本町農業委員会定例会を

始めます。 

 

本日欠席届の出ている方は、５番坂田委員、７番坂本委員、１０番竹田

委員となっております。 

署名委員については１９番福島委員、２０番増本委員です。よろしくお

願いします。 

それでは早速、議案審議に入りたいと思います。議案第１３号、串本町

農業経営基盤強化促進事業実施方針による利用権の設定について、事務局、

提案趣旨の説明をお願いします。 

 

（議案書に従い朗読） 

 

ありがとうございました。続きまして、現地調査報告をお願いいたしま

す。 

 



増本委員 

 

議長 

 

増本委員 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

吉井委員 

 

議長 

 

吉井委員 

 

２０番、増本です。 

 

２０番、増本委員。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 

ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨

説明並びに現地調査報告について、質疑のある方ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

 質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに

決定致しました。 

次へまいります、議案第１４号、串本町農業経営基盤強化促進事業実施

方針による利用権の設定についてを議題とします。事務局、提案趣旨の説

明をお願いします。 

 

説明の前に、一部誤りがございましたので配布させていただいている資

料と差し替えをお願いします。 

 

（議案書に従い朗読） 

 

ありがとうございました。続きまして、現地調査報告をお願いいたしま

す。 

 

２２番、吉井です。 

 

２２番、吉井委員。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 



議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

地當委員 

 

議長 

 

地當委員 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨説

明並びに現地調査報告について、質疑のある方ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

 質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに

決定致しました。 

次へまいります、議案第１５号、農地法第２条の農地でない旨の証明願

についてを議題とします。事務局、提案趣旨の説明をお願いします。 

 

（議案書に従い朗読） 

 

ありがとうございました。続きまして、現地調査委員の報告をお願いし

ます。 

 

１１番、地當です。 

 

１１番、地當委員。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 

ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨

説明並びに現地調査報告について、質疑のある方ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 



議長 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

中村委員 

 

議長 

 

中村委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに

決定致しました。 

次へまいります、議案第１６号、農地法第２条の農地でない旨の証明願

についてを議題とします。事務局、提案趣旨の説明をお願いします。 

 

（議案書に従い朗読） 

 

ありがとうございました。続きまして、現地調査委員の報告をお願いし

ます。 

 

１４番、中村です。 

 

１４番、中村委員。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 

ありがとうございました。この議案につきましては、前回小山委員から

指摘があったので、今回はどの土地が誰のものかわかるようになっており

ます。それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨説明並びに現地調査報

告について、質疑のある方ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

 質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに

決定致しました。 

 次へまいります。議案第１７号、農地法第５条第１項の規定による許可

申請についてを議題とします。事務局、提案趣旨説明をお願いします。 

 

（議案書に従い朗読） 

 

ありがとうございました。続きまして、現地調査委員の報告をお願いし



 

 

増本委員 

 

議長 

 

増本委員 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

芝崎委員 

 

議長 

 

芝崎委員 

 

議長 

 

ます。 

 

２０番、増本です。 

 

２０番、増本委員。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 

ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨

説明並びに現地調査報告について、質疑のある方ございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

 質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに

決定致しました。 

次へまいります。議案第１８号、農地法第５条第１項の規定による許可申

請についてを議題とします。事務局、提案趣旨説明をお願いします。 

 

 （議案書に従い朗読） 

 

ありがとうございました。続きまして、現地調査委員の報告をお願いし

ます。 

 

８番、芝崎です。 

 

８番、芝崎委員。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 

ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨

説明並びに現地調査報告について、質疑のある方ございませんか。 



 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

吉川委員 

 

議長 

 

吉川委員 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 （なしの声） 

 

 質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに

決定致しました。 

次へまいります、議案第１９号、串本農業振興地域における農用地区域

の除外についてを議題とします。事務局、提案趣旨説明をお願いします。 

 

 （議案書に従い朗読） 

 

ありがとうございました。続きまして、現地調査委員の報告をお願いし

ます。 

 

３番、吉川です。 

  

３番、吉川委員。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 

ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨

説明並びに現地調査報告について、質疑のある方ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

 質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに

決定いたしました。 



 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

尾鷲委員 

 

議長 

 

尾鷲委員 

 

議長 

 

 

山下委員 

 

議長 

 

 

山下委員 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

次へまいります、議案第２０号、古座農業振興地域における農用地区域

の除外についてを議題とします。事務局、提案趣旨説明をお願いします。 

 

 （議案書に従い朗読） 

 

ありがとうございました。続きまして、現地調査委員の報告をお願いし

ます。 

 

２番、尾鷲です。 

  

２番、尾鷲委員。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 

ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨

説明並びに現地調査報告について、質疑のある方ございませんか。 

 

 ２１番、山下です。 

 

２１番、山下委員。 

 

 

 土地所有者の住所が「○○」となっていますが「○○」ではないですか。 

 

 はい、正しくは「○○」になります。すみませんが訂正をお願いします。 

 

 他に質問はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

 質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

決定いたしました。 

  

以上で本日予定しておりました議案は全て終了いたしました。 

それでは、本日任期満了に伴いまして最後の定例会ということで、産業

課長から皆様にご挨拶がございます。 

 

（農業委員会事務局長の濵地産業課長よりご挨拶） 

 

（農業委員会会長よりご挨拶） 

 

（事務局より総会等今後の予定について説明） 

 

 

 これで、平成２９年度第４回定例会を終了致します。ありがとうござい

ました。 

 

 

                

午後２時２０分  定例会終了 

 


